
船橋市監査委員告示第６号　　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、監査の結果に

基づいて措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

・ ・

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

物品管理要綱第２１条では、不用の決定を
した物品で、転活用できない物品は、処分
方法を決定し、備品の場合は備品処分決議
票により、備品以外の物品の場合は物品処
分決議票により会計管理者に通知しなけれ
ばならないとされているが、処分済のノー
トパソコン５台について、会計管理者に備
品処分決議票の通知がされていなかった。

　物品管理規則第１３条第１項では、物品
出納員等は、物品の出納、保管その他の状
況を明らかにするため、次に掲げる帳簿を
備え、整理しなければならないとされ、第
１号で備品台帳が規定されているが、所管
施設などで使用している備品の台帳上の所
在場所が変更されず購入した課のままに
なっている事案が複数課で見られた。各所
管においては、同規則第２２条に規定され
ている物品の調査をはじめ、再度物品管理
規則を確認し、適正に事務処理を行うよう
要望する。

不用物品の適切な事務処理方法を十分に認
識していなかったことが原因である。
処分済のノートパソコン５台については、
令和４年３月15日に備品処分決議票を起票
し、会計管理者へ通知を行った。
今後は不用物品が出た場合には、「物品管
理マニュアル」等に沿って、迅速に適切な
処理を行うよう徹底する。また、物品調査
は、必ず複数人で確認を行い、備品リスト
上部に確認日、確認者の記載をしたうえ
で、処理漏れのないよう適正な備品管理を
実施していく。

　今回指摘を受けた事項に関しては、財務
会計システムで所在場所の変更を行い、備
品整理票を貼付した。
　今後は購入した課とは異なる場所に備品
を設置する場合、備品台帳に当該備品が登
録されたことを確認後速やかに所在場所を
訂正し、備品整理票の印刷および当該備品
への貼り付けを行うこととする。

健康・高齢部 令和４年６月２８日

監　　査　　対　　象　　機　　関 措　置　状　況　報　告　年　月　日

［要望事項］
　　

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　令和４年１０月６日

監　　査　　対　　象　　機　　関 措　置　状　況　報　告　年　月　日

健康・高齢部　国保年金課 令和４年６月２８日

　船橋市監査委員　　栗　林　紀　子　　

　同　　　　　齋　藤　弘　之　　

　同　　　　　大　矢　敏　子　　

　同　　　　　橋　本　和　子　　

　　
④財産の管理状況



・ ・

・ ・

・ ・宿泊型産後ケア事業実施要綱第１０条を、
７日以内に報告書及び記録票の提出が困難
な場合は、先に電話にて状況報告し、その
後速やかに報告書及び記録票を提出するも
のとする改正を行い、７日を過ぎて報告書
の提出又は電話報告がない場合は、事業担
当者より当該実施機関に状況確認の連絡を
入れることとした。

①予算の執行状況
船橋市公園を活用した健康づくり事業実施
要綱の第６条を「市長は、前項の規定によ
り請求があったときは内容を審査し、適当
と認めた場合は請求書を受理してから１５
日以内に支払うものとする。」と改定し、
令和４年３月１日から施行とした。

③書類の整理状況

保健所　地域保健課 令和４年８月１８日

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容
　　

監　　査　　対　　象　　機　　関 措　置　状　況　報　告　年　月　日

監　　査　　対　　象　　機　　関 措　置　状　況　報　告　年　月　日

保健所　保健総務課 令和４年８月１８日

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容
　　

④財産の管理状況
建築基準法第１２条第４項では、国、都道
府県、建築主事を置く市町村が所有し、又
は管理する一定の用途・規模を満たす建築
物の建築設備等について、損傷や腐食、劣
化等の状況を定期的に点検することを義務
付けている。保健福祉センターでは、令和
３年度に同項に基づく点検を実施していた
が、報告された様式では一部の点検結果が
確認できなかった。

建築基準法第１２条第４項による定期点検
については他の点検と併せて実施していた
ものの、所定の様式での報告がされていな
かった。今回の指摘を受け、今後は点検結
果全般について、所定の様式での報告を求
め確認することとした。

政府契約の支払遅延防止等に関する法律第
１０条では、政府契約の当事者が契約の締
結に際し対価の支払時期について書面によ
り明らかにしないときは、その時期を相手
方が支払請求をした日から１５日以内の日
と定めたものとみなすとされているが、公
園を活用した健康づくり事業において、委
託契約締結時に当該時期を書面で明らかに
していないにもかかわらず、相手方の支払
請求から１５日を超えて対価が支払われて
いた。また、公園を活用した健康づくり事
業実施要綱第６条では、委託料の支払いに
ついて請求書を受理してから６０日以内に
支払うと規定していた。

宿泊型産後ケア事業実施要綱第１０条で
は、実施機関は、サービス終了後７日以内
に産後ケア事業実施報告書及び宿泊型産後
ケア事業実施記録票により報告を行うもの
とされているが、所定の期間内に報告され
ていないものが散見された。



・ ・

・ ・

監　　査　　対　　象　　機　　関 措　置　状　況　報　告　年　月　日

保健所 令和４年８月１８日

補助金等の交付に関する規則第１２条を踏
まえ、精神保健福祉推進協議会補助金要綱
第７条第１項を、事業が完了した日から起
算して２０日を経過する日又は補助金等の
交付決定に係る会計年度が終了する日のい
ずれか早い日までに実績報告を行うと改正
した。

措　置　状　況　報　告　年　月　日

　　

補助金等の交付に関する規則第１２条で
は、補助事業者は、当該補助事業等が完了
したときはその完了した日から起算して２
０日を経過する日又は補助金等の交付決定
に係る会計年度が終了する日のうちいずれ
か早い日までに、実績報告を行うとされて
いるが、地域まちづくり活動助成金交付要
領第６条第２項では実績報告について、交
付の可否決定を受けた年度の末日（年度の
途中で当該年度の活動を終了した場合は、
当該活動を終了した日）から２０日以内に
提出しなければならないと規定されてお
り、当該規定と齟齬が生じていた。

本来、地域まちづくり活動助成金交付要領
第６条を、補助金等の交付に関する規則第
１２条の平成３１年４月１日付改正に併せ
改訂するべきであったが手続きが漏れてい
た。
よって、令和４年８月１９日付で、同要領
第６条第２項の規定を補助金等の交付に関
する規則第１２条に合わせて改訂した。

都市計画部　都市計画課

③書類の整理状況

監　　査　　対　　象　　機　　関

令和４年８月３１日

措　置　の　内　容

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容
　　

［要望事項］
　業務委託契約において、契約書の規定に
より発注者が受注者に対し、提出または通
知、あるいは報告を求めているものの、当
該提出等を確認できない契約が散見され
た。契約書の作成にあたっては、提出物等
について必要なものかどうか精査し、契約
書に規定した内容については確実に履行さ
れるよう要望する。

契約書の作成にあたり、提出物等につい
て必要性を精査した。必要となったものに
ついて、新年度の契約については、すでに
提出がされている。

補助金等の交付に関する規則第１２条で
は、補助事業者は、当該補助事業等が完了
したときはその完了した日から起算して２
０日を経過する日又は補助金等の交付決定
に係る会計年度が終了する日のうちいずれ
か早い日までに、実績報告を行うとされて
いるが、精神保健福祉推進協議会補助金要
綱第７条第１項では、次年度も補助金の申
請を行うときは、実績報告を申請と同時に
行うこととすると規定されており（同要綱
第４条第１項により交付の申請は毎年度６
月３０日まで）、当該規定と齟齬が生じて
いた。

監　査　の　結　果



・ ・

監　　査　　対　　象　　機　　関 措　置　状　況　報　告　年　月　日

生涯学習部　青少年課 令和４年８月３０日

監　査　の　結　果

青少年育成団体事業費補助金交付要綱及び
青少年団体事業費補助金交付要綱では、各
要綱第６条で、補助金の交付を受けようと
する団体の代表者は、補助金交付申請書で
申請し、各要綱第７条で、申請があったと
きは、その内容を審査し、交付すべき補助
金の額を決定することとなっているが、各
団体に対し交付申請の受付を行う旨の通知
及び申請に係る書式を送付する際、すでに
交付申請額を予算満額で記載した補助金交
付申請書を送付していた。
また、各要綱第１３条第２項では、概算払
請求書が提出されたときは、その内容を審
査し、適当であると認めたときは概算払い
をすることとなっているが、上記の送付の
際、すでに補助金交付決定額、概算払い申
請額及び概算払いを必要とする理由を記載
した概算払請求書を送付していた。
さらに、青少年育成団体事業費補助金要綱
第５条第２項では、市長は必要があると認
めるときは、第２条各号に規定する団体ご
とに補助対象経費の一部について前項で規
定する補助率を変更できることとなってい
るが、一部の団体からの申請に対し認否を
確認する決裁が見当たらなかった。

青少年育成団体及び青少年団体への補助金
交付にあたり、申請者による交付申請額の
記載間違いを防ぐため、実績として例年、
予算額満額で補助をしていたことから、予
め予算額満額を記入した申請書を送付して
いた。
また、各団体とも例年、申請額満額による
概算払い請求をしていることから、上記の
送付の際、概算払請求書についても、補助
金交付決定額、概算払い申請額及び概算払
いを必要とする理由を記載したうえで、同
封していた。
青少年育成団体事業費補助金要綱第５条第
２項に基づく、補助率の変更については、
例年、補助率変更の決裁を行っていたが、
事務担当者の変更もあり、決裁を失念して
しまった。
今後は、補助金交付方法の手続きの流れを
作成するとともに、複数の職員で確認を
し、適切に補助金交付の手続きを行うこと
とする。

　　

　業務委託契約において、契約書の規定に
より発注者が受注者に対し、提出または通
知、あるいは報告を求めているものの、当
該提出等を確認できない契約が見られた。
契約書の作成にあたっては、提出物等につ
いて必要なものかどうか精査し、契約書に
規定した内容については確実に履行される
よう要望する。

　今後の業務委託契約においては、個々の
契約内容を確認し、業務委託契約事務の手
引き等と照らし合わせ、提出物等について
必要なものかどうかを精査し、不要な書類
等については契約書から削除する。また、
契約書に規定した内容については複数名で
の確認や適切な監督業務を行うことで確実
に履行することとする。

［要望事項］

令和４年８月３１日

監　査　の　結　果

監　　査　　対　　象　　機　　関 措　置　状　況　報　告　年　月　日

都市計画部

措　置　の　内　容

措　置　の　内　容

①予算の執行状況



・ ・

・ ・

①予算の執行状況
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
１号及び契約規則第２５条では、随意契約
によることができる場合として契約の種類
ごとに額の範囲が規定されているが、学校
開放事業用モップ借上の契約において、本
来であれば年間契約が可能であり、年額で
計算すると額の範囲である４０万円を超え
ることから入札を行うべきところ、２か月
毎に契約締結し、予定価格が額の範囲内に
該当するとして１者による随意契約を行っ
ていた。

学校体育施設開放事業用モップ賃借契約に
ついては、定期監査の指摘を受け、令和４
年度は入札準備期間を考慮し、令和４年６
月１日から令和５年３月３１日までの１０
か月を契約期間とし、指名競争入札による
契約を行った。
今後も法令等を遵守し、適正な事務の執行
を確保していく。

監　　査　　対　　象　　機　　関 措　置　状　況　報　告　年　月　日

生涯学習部　生涯スポーツ課 令和４年８月３０日

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　　

監　　査　　対　　象　　機　　関 措　置　状　況　報　告　年　月　日

生涯学習部　西部公民館 令和４年８月３０日

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　　
①予算の執行状況

債権管理条例施行規則第５条第１項では、
債権管理条例第６条の規定による督促は履
行期限後３０日以内に行うものとするとさ
れているが、葛飾公民館自動販売機電気料
（令和２年度１０月分～１２月分）におい
て、履行期限の経過後に督促を行っていな
かった。

葛飾公民館自動販売機電気料については納
入されていると思い込み、収納確認を怠っ
たため督促をしなかった。
現在は、歳入調定台帳を整備し、納期限内
の収納を確認している。納付が確認できな
い場合は債権台帳を作成し納期限より３０
日以内に督促を行う。

監　　査　　対　　象　　機　　関 措　置　状　況　報　告　年　月　日

［要望事項］
　令和２年４月１日付け契約規則改正によ
り、標準契約書式が変更となり、瑕疵担保
責任から契約不適合責任とするよう改めら
れているが、部内の複数課において契約書
が改められておらず、また支払期日及び方
法が未記載の仕様書が散見された。契約書
の作成にあたっては、法令改正や条項につ
いて注意をもって確認し、仕様書の作成に
あたっては、受注者との間で解釈に違いが
生じることのないように必要事項を確実に
記載されるよう要望する。

契約規則の改正への認識不足、また、
「業務委託契約事務の手引き」の確認不足
を原因として発生したことから、まず部内
全所属において、契約書及び仕様書の確認
を行ったうえで、年度当初に部内全所属長
の集まる会議において、「契約時にはその
都度手引き等を確認すること。」また、
「契約規則の改正については、掲示板等の
お知らせを漏れなく確認すること。」など
契約事務に遺漏のないよう注意喚起を行っ
た。

今後も、必要に応じて、全所属に向けて
手引きや規則などについて最新の情報を確
認するよう部内各所属への注意喚起を行っ
ていく。

生涯学習部 令和４年８月３０日

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　　


